
北九州市監査公表第１８号  

  令和５年７月２８日  

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         廣 瀨 隆 明  

同         村 上 幸 一  

同         奥 村 直 樹  

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

定期監査 

２ 措置を講じた局  

市民文化スポーツ局 

保健福祉局 

３ 監査の期間 

令和４年７月８日から令和５年１月２６日まで 

４ 監査公表の時期                          

  令和５年２月８日（令和５年監査公表第３号） 



５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）市民文化スポーツ局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 契約事務 

（ア）契約事務について 

（消費生活センター） 

令和３年度「守れ！若者消費者メデ

ィアミックス戦略」運営補助業務委託

の契約において、予定価格及び支出負

担行為額（予定）を超えた見積りを採

用して契約金額を決定していた。また

、支出負担行為額（決定）及び契約書

記載の契約金額を誤っていた。   

 さらに、令和４年度「守れ！若者消

費者メディアミックス戦略」運営補助

業務委託の契約において、契約書の作

成を遅延していた。併せて、契約保証

金の納付について、納付書の作成と契

約の相手方に対する送付を遅延し、契

約締結時に契約保証金が未納となって

いた。 

 契約事務については、市契約規則等

の関係諸規程でその手続きが定められ

ている。また、会計事務についても市

会計規則で法令、条例およびこの規則

に定めるところに従い、公正、確実か

つ迅速に処理しなければならないと定

められている。 

 適正な事務処理をされたい。 

令和３年度契約の契約金額誤りにつ

いては、令和４年３月３１日に契約変

更を行い、正しい契約金額に改めた。

今後、同様の誤りが生じないように

、新たにチェックシートを作成し使用

することにより、契約金額等の確認を

徹底するように改めた。 

令和４年度の契約事務の遅延につい

ては、今後、同様の誤りが生じないよ

うに、契約事務の進捗状況の確認を徹

底することとした。 

また、上記のような事務処理ミスを

防止するため、業務マニュアルを改定

した。 

令和５年２月２１日に事務改善会議

を行い、令和５年３月から課内の契約

事務について新たに作成したチェック

シートを使用することを周知し、業務

マニュアルの確認及び注意喚起を行っ

た。 

また、リスク評価シートに指摘事項

について記載し、「内部統制の不備に

ついて（報告）」を提出した。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（イ）契約事務について 

  （美術館普及課） 

 美術館が令和３年度及び４年度に委

託した演劇作品制作コーディネート業

務において、①仕様書に業務内容の詳

細が明記されていなかった、②演劇作

品上演にかかる観覧料の徴収事務を根

拠なく私人に委託していた、③条件を

満たしていないにもかかわらず、「過

去の実績」を理由に契約保証金を免除

していた等、不適正な事務処理が行わ

れていた。 

 市委託業務要綱では、委託に当たっ

ては、委託業務の内容及び範囲を明ら

かにするとともに、その仕様を定めな

ければならないとされている。 

 また、地方自治法では、法律又はこ

れに基づく政令に特別の定めがある場

合を除くほか、公金の徴収若しくは収

納又は支出の権限を私人に委任し、又

は私人をして行なわせてはならないと

されている。 

 市契約規則及び市契約規則の運用に

ついてでは、「過去の実績」により契

約保証金を納めさせないことができる

のは、条件をすべて満たす場合とされ

ている。 

 適正な事務処理をされたい。 

今回の指摘については、令和５年１

月４日の事務改善会議において、課長

より、前例踏襲による事務処理を絶対

に行わず、法令や各規則にのっとった

適切な契約事務、会計事務を徹底する

よう職員に周知した。 

また、令和５年２月１７日にリスク

評価シートに反映するとともに、当事

業について、次の内容を記載したリス

クマネジメントシートを作成し、職員

に周知した。 

① 仕様書について、業務の内容及び

範囲を明確に記載すること。 

② 観覧料については、使用料として

位置付け、額を決定する決裁を取

ること。また、徴収事務の委託に

ついて会計管理者に合議し、契約

後告示を行うこと。 

③契約保証金について、免除する際は

根拠となる契約書の写しを決裁に必

ず添付し、係長、課長も確認するこ

と。 

併せて、事務処理に遺漏がないか、

係長、課長によるチェックを徹底する

こととした。 

今後も事務改善会議を活用し、事務

処理ミス防止についての契約・会計事



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

務研修を、テーマを設けて行うことに

より、適切な事務処理の徹底を図る。



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ 財産管理事務 

（ア）金券類の管理について 

 （国際スポーツ大会推進室） 

東京２０２０オリンピックにおいて

、市がコロンビア共和国の事前キャン

プのホストタウンとなったことから、

これを記念してホストタウンフレーム

切手が日本郵便から発売された。国際

スポーツ大会推進室は、選手団や大使

館への贈呈用として１００シート（８

４円切手５００枚）を購入した。 

 この切手シートに対しては、金券と

いうよりも記念品という感覚が強く、

金庫には保管されていたものの、払出

した枚数をその都度郵便切手・はがき

受払簿に記入していなかった。そのた

め、受払簿に払出しの正確な記録が行

われていなかった。 

 その後、受払簿の残高と切手シート

の残数が異なっているにもかかわらず

、現物の確認をせずに決裁がなされて

いた。 

 物品管理要領では、台帳等関係帳簿

を正確に整備しておくこととされてお

り、常に関係帳簿と照合・検査してお

くこと、常に適正かつ良好な状態で保

管し、事故防止に万全を期することと

されている。 

 適正な事務処理をされたい。 

今回の指摘については、令和４年９

月２日に、切手の在庫枚数を確認し、

受払簿に記載していた枚数を正しい数

字に訂正するとともに、所属長より、

管理体制をはじめ金券の取扱事務につ

いて、改めて遺漏がないよう徹底する

ことを職員に周知した。 

また、令和４年９月４日に、リスク

評価シートを修正し、リスク対応策と

して、「金券類の管理について受払実

績の記録と残数管理を徹底する」を追

記した。 

さらに、令和４年１０月２日に、業

務マニュアルに金券類の管理の項目を

追記し、指摘以降、毎月、在庫枚数等

の確認を徹底している。 

 市民文化スポーツ局として、会計・

契約事務研修（全課対象）を令和５年

１月１３日に実施し、適正な事務の執

行について周知徹底を図ったところで

あり、今後も定期的に研修を行ってい

くこととしている。 

 また、令和５年２月２日開催の局内

幹部会においても、職員の指導及び適

切な会計・契約事務の執行について周

知徹底を図った。 



（２）保健福祉局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 契約事務 

（ア）契約事務について 

  （先進的介護システム推進室） 

 先進的介護システム推進室では、北

九州先進技術実証倫理審査委員会（以

下「審査委員会」という。）の開催に

伴う運営業務を公益財団法人北九州産

業学術推進機構に特命随意契約で委託

を行っている。 

 令和３年度の契約において、審査委

員会開催回数が当初計画から減少した

ことに伴い、受託者と協議し契約内容

を変更しているが、変更に際し双方が

記名押印した変更契約書を作成してお

らず、委託業務完了報告書に基づき履

行確認を行い、添付された支払精算書

・収支決算書の精算額で委託料を確定

し支払いを行っていた。 

 地方自治法では、契約書を作成する

場合は、契約の相手方とともに、契約

書に記名押印しなければ、当該契約は

確定しないとされており、変更契約に

ついても同様である。 

 また、契約時点で、審査委員会開催

回数に変更が生じる可能性があるので

あれば、支出区分は一般支払ではなく

、概算払での契約も検討すべきである

。 

 適正な事務処理をされたい。 

今回の指摘を受け、過去２年間の倫

理審査委員会開催実績数を精査すると

、開催回数は年に１～２回程度と判明

した。令和５年度からは倫理審査委員

会開催の申請があった場合、都度契約

を行うこととし、金額の変更が生じな

いように処理することとする。 

今後、同様の間違いが生じないよう

、令和５年２月１７日にリスク評価シ

ートを修正し、適切な事務遂行におけ

る確認すべき規則や規程等について、

改めて室内全員へ周知を図った。 

また、今回の指摘事項と再発防止策

について、室内で令和５年１月１６日

の事務改善会議において、職員への周

知徹底を行った。 

局全体としては、令和４年１２月２

３日に今回の指摘事項の内容及び適正

な会計事務処理の徹底について、局内

に通知し、周知を図った。 

また、令和５年２月２日に実施した

局内幹部会において、改めて今回の指

摘事項の内容を説明し、今一度の注意

喚起を行い、適切な事務処理に努める

ように依頼し、各課の事務改善会議な

どでも周知するよう指導した。 


